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（第 5 節）

（第　 1

②

●下記に掲げる各賞の表彰
(1)　スポーツ賞
(2)　スポーツ奨励賞
(3)　ジュニアスポーツ賞
(4)　ジュニアスポーツ奨励賞
(5)　スポーツ功労賞
●スポーツ振興審議会の開催
●広報紙等への掲載による市民への周知

●同　　上

活動指標② スポーツ振興審議会開催回数

9,000 9,000

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市スポーツ賞等表彰規則

平成19年6月

388

スポーツ大会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者に対
し、その功績を顕彰する。

スポーツ大会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者に対
し、その功績を顕彰することにより市民のスポーツ活動を助長し、もってスポーツの振興
に資することを目的とする。

作成日

スポーツとレクリエーション

890

課長職名事務区分

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 川幡博行

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

山田隆二

48-2 作成部署 生涯学習部体育課スポーツ賞等表彰事業事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

施策）

章

別紙１

Ｓ61

整理番号

388

388

地方債

一般財源

直接事業費

201335

国支出金

0.04 0.04

335 201 388

19 14

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

100 100

11

人

回

2019 14 20

1 1

0.04

9,000

360

748

0.04

9,000

748

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 695 561

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

17年度（決算）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 360360 360

その他特財

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

目標人数／参加人数

【指標の定義（算式等）】

成果指標① 表彰者数目標達成率

20 20

100100％

活動指標① 受賞者数（５賞合計）

活動指標③

受賞者目標数

4



■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた者及
びスポーツの振興に寄与した者に対し、その功績を表
彰することにより、受賞者のその後のスポーツ活動の
大きな励みとなっている。
　そして、受賞後も市民のスポーツ活動の振興普及に
寄与していることから、現状のまま継続する。

　一次評価のとおり。

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化

□統合

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無

　他市町村では、表彰式後の懇談会等を実施している
が、本事業は表彰式だけなので、概ね効率的である。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状維持

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　スポーツ大会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者に対し、そ
の功績を表彰することにより、受賞者のその後のスポーツ活動の助長に大きく寄与している。
また、この事業における受賞者は、受賞後も競技者又は指導者として地域等で活躍し、ス
ポーツ活動の振興及び普及に寄与していることから、現状のまま継続する。

■現状継続
□見直し

【１次評価】

事務事業担当部局の
総合判定

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

妥
当
性

3

3

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 48-2

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

選択理由、説明等

　各種スポーツ大会での好成績や地域等での功績は、
市民のスポーツ活動へ大きな励みとなるので、この事
業に対する行政の関与と事業の実施は妥当である。

　この事業における表彰者は、その後も競技者若しく
は指導者として、所属団体、地域等で活躍していること
から、この事業は有効である。

法律で実施が義務付けられている事務事業か

ー

評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

3
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